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緊 急 雇 用 対 策 に か か る 要 請 書 

 

米国に端を発した世界的な金融危機は、実体経済に影響を及ぼし、世界同時不況

の様相を呈するなど、1930年代の世界恐慌以来最も深刻な経済状況に陥っています。

ワシントンで開催されたＧ20金融サミットでは、金融・経済対策の国際協調につい

て合意がなされましたが、その成否は、今後、各国が、いかに迅速かつ適切な施策

を実施するかにかかっています。 

日本国内では、急激な円高と株安のもと、世界的な景気後退等による外需の減少、

物価の高止まりと家計の改善の遅れによる内需と地域経済の低迷、さらに雇用情勢

も厳しさを増しています。とりわけ非正規労働者、日系労働者等の契約打ち切りや

雇い止め、新卒者の内定取り消しが頻発するなど深刻な雇用問題が生じており、中

央、地方の行政において、強力かつ的確な政策運営ならびに予算措置による雇用対

策をはじめとした緊急的な政策対応が喫緊の課題です。 

つきましては、貴職におかれましては、以下の内容を当面の政策運営および予算

措置に十分反映するとともに、政府に対して強く要求されることを要請いたします。 

                  

 

 

 



 

 

記 
 

 

1. 緊急雇用・生活対策の強化 
緊急な雇用対策の強化に向け、以下の事項に十分配慮した施策を行うととも

に、政府に必要な施策の実現を求めること。 

 

(1) 派遣労働者、有期契約労働者の解雇・雇い止めに対する雇用対策を行うこと。 

(2) 雇用保険の国庫負担を堅持するとともに、雇用保険料率および雇用保険二事

業の料率引き下げは当面は行わないこと。 

(3) 解雇・雇い止めに伴うフリーターや派遣労働者等の住宅困窮者に対する住宅

支援対策を講じること。 

(4) 大学生等学生の採用内定取り消しに対する対策を行うこと。 

 (5) 長期失業者、フリーター、母子家庭の母等の訓練機会に恵まれない者に対す

る職業訓練を充実し良質な雇用機会を提供すること。また、雇用・能力開発

機構の機能は存続させ、全国あまねく公平な能力開発が実施できる体制を堅

持すること。 

（6）外国人労働者の雇止めなど雇用・労働に関わる相談窓口をハローワークや総

合労働相談コーナーに開設し、通訳を配置するとともに、母国語によるリー

フレットを出入国管理局や市町村の窓口等を通じて周知すること。 

 

２． 経済・金融対策の強化 

(1）金融機関の貸し渋り対策（信用収縮対策） 

地方における中小・地場企業への信用収縮対策をすすめるとともに、政府に

中小・地場企業に対する政府系金融機関への資金供給の拡充を求めること。 
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緊 急 雇 用 対 策 に か か る 要 請 書 

 

米国に端を発した世界的な金融危機は、実体経済に影響を及ぼし、世界同時不況

の様相を呈するなど、1930年代の世界恐慌以来最も深刻な経済状況に陥っています。

ワシントンで開催されたＧ20金融サミットでは、金融・経済対策の国際協調につい

て合意がなされましたが、その成否は、今後、各国が、いかに迅速かつ適切な施策

を実施するかにかかっています。 

日本国内では、急激な円高と株安のもと、世界的な景気後退等による外需の減少、

物価の高止まりと家計の改善の遅れによる内需と地域経済の低迷、さらに雇用情勢

も厳しさを増しています。とりわけ非正規労働者、日系労働者等の契約打ち切りや

雇い止め、新卒者の内定取り消しが頻発するなど深刻な雇用問題が生じており、中

央、地方の行政において、強力かつ的確な政策運営ならびに予算措置による雇用対

策をはじめとした緊急的な政策対応が喫緊の課題です。 

つきましては、貴職におかれましては、以下の内容を加盟企業に周知するととも

に、政府および県に対して強く要求されることを要請いたします。 

                  

 

 



 

 
記 

 

 

１． 緊急雇用・生活対策の強化 

整理解雇の四要件を遵守し、安易に派遣労働者、有期契約労働者の解雇・雇

い止め行なわないとともに、理由なき内定取り消しを行なわないよう周知する

こと。 

また、緊急的な雇用対策の強化に向け、以下の事項に十分配慮した施策を行

うとともに、政府に必要な施策の実現を求めること。 

 

(1) 派遣労働者、有期契約労働者の解雇・雇い止めに対する雇用対策を行うこと。 

(2) 雇用保険の国庫負担を堅持するとともに、雇用保険料率および雇用保険二事

業の料率引き下げは当面は行わないこと。 

(3) 解雇・雇い止めに伴うフリーターや派遣労働者等の住宅困窮者に対する住宅

支援対策を講じること。 

(4) 大学生等学生の採用内定取り消しに対する対策を行うこと。 

 (5) 長期失業者、フリーター、母子家庭の母等の訓練機会に恵まれない者に対す

る職業訓練を充実し良質な雇用機会を提供すること。また、雇用・能力開発

機構の機能は存続させ、全国あまねく公平な能力開発が実施できる体制を堅

持すること。 

（6）外国人労働者の雇止めなど雇用・労働に関わる相談窓口をハローワークや総

合労働相談コーナーに開設し、通訳を配置するとともに、母国語によるリー

フレットを出入国管理局や市町村の窓口等を通じて周知すること。 

 

２． 経済・金融対策の強化 

(1）金融機関の貸し渋り対策（信用収縮対策） 

地方における中小・地場企業への信用収縮対策をすすめるとともに、政府に

中小・地場企業に対する政府系金融機関への資金供給の拡充を求めること。 
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緊 急 雇 用 対 策 に か か る 要 請 書 

 

米国に端を発した世界的な金融危機は、実体経済に影響を及ぼし、世界同時不況

の様相を呈するなど、1930年代の世界恐慌以来最も深刻な経済状況に陥っています。

ワシントンで開催されたＧ20金融サミットでは、金融・経済対策の国際協調につい

て合意がなされましたが、その成否は、今後、各国が、いかに迅速かつ適切な施策

を実施するかにかかっています。 

日本国内では、急激な円高と株安のもと、世界的な景気後退等による外需の減少、

物価の高止まりと家計の改善の遅れによる内需と地域経済の低迷、さらに雇用情勢

も厳しさを増しています。とりわけ非正規労働者、日系労働者等の契約打ち切りや

雇い止め、新卒者の内定取り消しが頻発するなど深刻な雇用問題が生じており、中

央、地方の行政において、強力かつ的確な政策運営ならびに予算措置による雇用対

策をはじめとした緊急的な政策対応が喫緊の課題です。 

つきましては、貴職におかれましては、以下の内容を行政運営に反映するととも

に、政府に対して強く要求されることを要請いたします。 

                  

 

 



 

記 

 

 

１． 緊急雇用・生活対策の強化 

緊急的な雇用対策の強化に向け、以下の事項に十分配慮した施策を行うとと

もに、政府に必要な施策の実現を求めること。 

 

(1) 整理解雇の四要件を遵守し、安易に派遣労働者、有期契約労働者の解雇・雇

い止め行なわないとともに、理由なき内定取り消しを行なわないよう周知す

ること。併せて、2009年に予想される大量の派遣期限満了者への対策を講じ

ること。 

(2) 雇用状況悪化に伴う不当労働行為等へ対応するため、相談窓口の充実・強化

を図ること。 

（3）派遣労働者、有期契約労働者の解雇・雇い止めに対する雇用対策を行うこと。 

(4) 雇用保険の国庫負担を堅持するとともに、雇用保険料率および雇用保険二事

業の料率 

引き下げは当面は行わないこと。 

(5) 解雇・雇い止めに伴うフリーターや派遣労働者等の住宅困窮者に対する住宅

支援対策を講じること。 

(6) 大学生等学生の採用内定取り消しに対する対策を行うこと。 

 (7) 長期失業者、フリーター、母子家庭の母等の訓練機会に恵まれない者に対す

る職業訓練を充実し良質な雇用機会を提供すること。また、雇用・能力開発

機構の機能は存続させ、全国あまねく公平な能力開発が実施できる体制を堅

持すること。 

（8）外国人労働者の雇止めなど雇用・労働に関わる相談窓口をハローワークや総

合労働相談コーナーに開設し、通訳を配置するとともに、母国語によるリー

フレットを出入国管理局や市町村の窓口等を通じて周知すること。 

 

２． 経済・金融対策の強化 

(1）金融機関の貸し渋り対策（信用収縮対策） 

地方における中小・地場企業への信用収縮対策をすすめるとともに、政府に

中小・地場企業に対する政府系金融機関への資金供給の拡充を求めること。 

 


